
令和６ 年第４ 回都城市議会定例会（ ９ 月）

（ 議案第７ ９ 号～第１ １ ０ 号、 諮問第４ 号～第８ 号）（議案第７９号～第１１０号）



 



  

議案第７ ９ 号 

 

 

   都城市税条例の一部を 改正する条例の制定について 

 

 

 都城市税条例の一部を 改正する条例を 別紙のと おり 制定する。  

 

 

   令和６ 年９ 月２ 日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市税条例の一部を 改正す る 条例 

 都城市税条例（ 平成18年条例第99号） の一部を 次のよ う に 改正する 。  

 次の表の改正前の欄に 掲げる 規定を 同表の改正後の欄に 掲げる 規定に 下線で 示すよ う に 改正す る 。  

改正前 改正後 

附 則 附 則 

（ 法附則第15条第２ 項第１ 号等の条例で 定める 割合）  （ 法附則第15条第２ 項第１ 号等の条例で 定める 割合）  

第10条の２  （ 略）  第10条の２  （ 略）  

２ ～７  （ 略）  ２ ～７  （ 略）  

 ８  法附則第15条第25項第２ 号に 規定する 設備に つい て 同号に 規

定する 条例で 定める 割合は、 ７ 分の６ と す る 。  

８  （ 略）  ９  （ 略）  

９  （ 略）  10 （ 略）  

10 （ 略）  11 （ 略）  

11 （ 略）  12 （ 略）  

12 （ 略）  13 （ 略）  

13 （ 略）  14 （ 略）  

14 （ 略）  15 （ 略）  

15 （ 略）  16 （ 略）  

16 （ 略）  17 （ 略）  

 18 法附則第15条第38項に 規定す る 条例で 定める 割合は、 ２ 分の

１ と す る 。  

17 （ 略）  19 （ 略）  

18 （ 略）  20 （ 略）  

19 （ 略）  21 （ 略）  

 

 

-
3
-



   附 則 

 （ 施行期日）  

１  こ の条例は、 令和７ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

 （ 経過措置）  

２  こ の条例に よ る 改正後の附則第10条の２ の規定は、 令和７ 年度以後の固定資産税に つ い て 適用し 、 令和６ 年度分ま で の固定資産税

に つい て は、 な お 従前の例に よ る 。  
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議案第７ ９ 号関係資料 

条例の制定・ 改廃等に関する 資料 

   【 担当課： 総務部資産税課】  

条例名 都城市税条例の一部を 改正する条例 

制定改廃区分 □ 新規制定  ■ 一部改正  □ 全部改正  □ 廃止 

施行予定日 令和７ 年４ 月１ 日  制定年月 平成 18 年１ 月 

制定改廃の 

目的・ 背景 

地方税法が改正さ れたこ と に伴い、 所要の改正を行う も の。  

条例案の概要 

（ 制定理由・  

 主な改正点）  

１  令和６ 年度税制改正に伴い、 次のと おり 固定資産税の課税標準額の減額割合に

ついて、 規定を 新設するも の。  

（ １ ） バイ オマス発電設備のう ち１ 万ｋ ｗ 以上２ 万ｋ ｗ 未満の発電設備でＦ Ｉ Ｔ ・

Ｆ Ｉ Ｐ 制度の「 一般木質バイ オマス・ 農産物の収穫に伴っ て生じ るバイ オマス」

区分に該当するも のについては、 固定資産税の課税標準額の割合を 、 ７ 分の６ を

参酌し て 14 分の 11 以上 14 分の 13 以下の範囲内において市町村の条例で定める

割合に縮減するも のと さ れた（ 令和６ 年４ 月１ 日から 令和８ 年３ 月 31 日までの

間に新たに取得さ れたも のが対象。 発電設備を 取得し た翌年度から ３ 年間分が特

例適用期間。 ） 。  

こ の課税標準額の割合については、 本市において特段考慮すべき 事情も ないこ

と から 、 参酌基準と 同じ ７ 分の６ と 定めるも の。 【 附則第 10 条の２ 第８ 項】  

（ ２ ） こ れまで地方税法上で定めら れていた一体型滞在快適性等向上事業に関する

固定資産税の特例措置の減額割合を 、 わがまち特例と し て地方税法の定める範囲

内で市町村ごと に条例で独自に定めるこ と を 可能と する 改正が行われた。  

従前は固定資産税又は都市計画税の課税標準額の割合を ２ 分の１ であっ たが、

施行後の割合は２ 分の１ を 参酌し て３ 分の１ 以上、 ３ 分の２ 以下の範囲内におい

て市町村の条例で定める割合に縮減する も のと さ れた（ 令和６ 年４ 月１ 日から 令

和８ 年３ 月 31 日までの間に新たに整備さ れたも のが対象。 工事が完了し た翌年

度から ５ 年間分が特例適用期間。 ） 。  

特例の適用を 受けるには都市再生整備計画での位置づけが必要と なるが、 本市

において現時点ではＭａ ｌ ｌ ｍａ ｌ ｌ 以降の計画等はない。 よっ て、 課税標準額

の割合については特段考慮すべき 事情も ないこ と から 、 参酌基準と 同じ ２ 分の１

と 定める も の。 【 附則第 10 条の２ 第 18 項】  

関係する法令 

及びその条項 

地方税法（ 昭和 25 年法律第 226 号）  

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（ 平成 23 年法律第 108

号）  

都市再生特別措置法（ 平成 14 年法律第 22 号）  

制定改廃を 要す

る 関係条例等 

なし  

備考  
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議案第８ ０ 号 

 

 

   都城市子ども ・ 子育て支援法の一部を 改正する法律附則第４ 条第２ 項

の規定に基づく 施設等利用費の支給の対象と なる認可外保育施設の範

囲の限定に関する条例を 廃止する条例の制定について 

 

 

 都城市子ども ・ 子育て支援法の一部を 改正する法律附則第４ 条第２ 項の規定に基

づく 施設等利用費の支給の対象と なる認可外保育施設の範囲の限定に関する条例を

廃止する条例を別紙のと おり 制定する。  

 

 

   令和６ 年９ 月２ 日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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   都城市子ども ・ 子育て支援法の一部を 改正する 法律附則第４ 条第２ 項の規定

に基づく 施設等利用費の支給の対象と なる 認可外保育施設の範囲の限定に関

する 条例を 廃止する 条例 

 都城市子ども ・ 子育て支援法の一部を 改正する 法律附則第４ 条第２ 項の規定に基

づく 施設等利用費の支給の対象と なる 認可外保育施設の範囲の限定に関する 条例（

令和元年条例第13号） は、 廃止する 。  

   附 則 

 こ の条例は、 令和６ 年10月１ 日から 施行する。  
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議案第８ ０ 号関係資料 

条例の制定・ 改廃等に関する 資料 

   【 担当課： こ ども 部保育課】  

条例名 都城市子ども ・ 子育て支援法の一部を 改正する法律附則第４ 条第２ 項の規定に基づ

く 施設等利用費の支給の対象と なる認可外保育施設の範囲の限定に関する条例を 廃

止する条例 

制定改廃区分 □ 新規制定  □ 一部改正  □ 全部改正  ■ 廃止 

施行予定日 令和６ 年 10 月１ 日  制定年月 令和元年９ 月 

制定改廃の 

目的・ 背景 

子ども ・ 子育て支援法の一部を 改正する 法律附則第４ 条第１ 項に規定さ れている

経過措置の期間が令和６ 年９ 月 30 日で 満了する こ と に伴い、 条例を 廃止する も  

の。  

条例案の概要 

（ 制定理由・  

 主な改正点）  

子ども ・ 子育て支援法第８ 条に規定さ れる 子育てのための施設等利用給付を 提供

する子育て支援施設のう ち 、 認可外保育施設については子ども ・ 子育て支援法の一

部を 改正する 法律（ 以下「 改正法」 と いう 。 ） 附則第４ 条第１ 項にて、 経過措置と

し て５ 年間は指導監督基準を 満たさ ずと も 、 施設が県に届出を し ていれば施設等利

用費の支給の対象施設と みなさ れる猶予期間が設けら れてる。  

一方、 本市においては子ども の安全確保を 最優先するために、 改正法附則第４ 条

第２ 項の規定に基づき 、 本条例を 制定し 、 国が定めている 指導監督基準を満たし て

いる施設のみを 施設等利用費の支給の対象と し た。  

改正法附則第４ 条第１ 項に規定する経過措置が令和６ 年９ 月 30 日で満了し 、 施

設等利用費の支給の対象と なる認可外保育施設は国の指導監督基準を 満たす施設と

なっ たこ と から 、 本条例で範囲を 限定する必要がなく なる ため、 廃止するも の。  

関係する法令 

及びその条項 

子ども ・ 子育て支援法 第７ 条第 10 項第４ 号、 第８ 条、 第 30 条の 11 第１ 項 

子ども ・ 子育て支援法の一部を 改正する法律（ 令和元年法律第７ 号） 附則 第４ 条 

児童福祉法 第 59 条の２ 第１ 項 

制定改廃を 要す

る 関係条例等 

なし  

備考  
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議案第８ １ 号 

 

 

   都城市都市公園以外の公園に関する条例の一部を 改正する条例の制定

について 

 

 

 都城市都市公園以外の公園に関する条例の一部を 改正する条例を別紙のと おり 制

定する。  

 

 

   令和６ 年９ 月２ 日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 

-13-



 

-14-



   都城市都市公園以外の公園に 関す る 条例の一部を 改正す る 条例 

 都城市都市公園以外の公園に 関す る 条例（ 平成22年条例第43号） の一部を 次のよ う に 改正す る 。  

 次の表の改正前の欄に 掲げる 規定を 同表の改正後の欄に 掲げる 規定に 下線で 示すよ う に 改正す る 。  

改正前 改正後 

 （ 利用時間及び休園日）   （ 利用時間及び休園日）  

第８ 条 別表第２ 第１ 号から 第８ 号ま で に 掲げる 公園内の施設の

う ち 有料のも の（ 以下「 有料施設」 と い う 。 ） の利用時間及び

休園日は、 次の表のと お り と する 。 た だ し 、 指定管理者は、 必

要があ る と 認める と き は、 市長の承認を 得て 、 こ れを 変更す る

こ と がで き る 。  

第８ 条 別表第２ 第１ 号から 第７ 号ま で に 掲げる 公園内の施設の

う ち 有料のも の（ 以下「 有料施設」 と い う 。 ） の利用時間及び

休園日は、 次の表のと お り と す る 。 た だ し 、 指定管理者は、 必

要があ る と 認める と き は、 市長の承認を 得て 、 こ れを 変更す る

こ と がで き る 。  

区分 利用時間 休園日 

（ 略）  

関之尾公園  （ 略）  

北前キ ャ

ン プ 場 

 （ 略）  

青井岳キャ ン プ 場 午前８ 時から

午後５ 時ま で

（ 宿泊の場合

は、 午後３ 時

から 翌日の午

前９ 時ま で ）  

１ 月１ 日から ６ 月30

日ま で 及び９ 月１ 日

から 12月31日ま で  

 

区分 利用時間 休園日 

（ 略）  

関之尾公園  （ 略）  

北前キ ャ

ン プ 場 

（ 略）  

 

２  別表第２ 第１ 号から 第８ 号ま で に 掲げる 公園内の施設のう ち

有料施設以外の施設の利用時間及び休園日は、 次の表のと お り

と する 。 た だ し 、 指定管理者は、 必要があ る と 認める と き は、

市長の承認を 得て 、 こ れを 変更す る こ と がで き る 。  

２  別表第２ 第１ 号から 第７ 号ま で に 掲げる 公園内の施設のう ち

有料施設以外の施設の利用時間及び 休園日は、 次の表のと お り

と す る 。 た だ し 、 指定管理者は、 必要があ る と 認める と き は、

市長の承認を 得て 、 こ れを 変更す る こ と がで き る 。  

 （ 略）  
 

 （ 略）  
 

 （ 行為の禁止）   （ 行為の禁止）  
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第13条 公園等に お い て は、 次に 掲げる 行為を し て はな ら な い 。

た だ し 、 市長が特別な 理由があ る と 認める 場合は、 こ の限り で

な い 。  

 ( １ ) ～( ８ )  （ 略）  

 ( ９ )  た き 火等そ の他公園等に 危険を 及ぼすお そ れのあ る 行為

を す る こ と 。 た だ し 、 関之尾公園及び青井岳キャ ン プ 場の許

可さ れた 区域に つ い て は、 こ の限り で な い 。  

 ( 10) ・ ( 11)  （ 略）  

第13条 公園等に お い て は、 次に 掲げる 行為を し て はな ら な い 。

た だ し 、 市長が特別な 理由があ る と 認める 場合は、 こ の限り で

な い 。  

 ( １ ) ～( ８ )  （ 略）  

 ( ９ )  た き 火等そ の他公園等に 危険を 及ぼすお そ れのあ る 行為

を す る こ と 。 た だ し 、 関之尾公園の許可さ れた 区域に つ い て

は、 こ の限り で な い 。  

 ( 10) ・ ( 11)  （ 略）  

別表第１ （ 第２ 条関係）  別表第１ （ 第２ 条関係）  

名称 位置 

 （ 略）  

内堀集会所広場  （ 略）  

山之口佐土原市民広場 都城市山之口町花木2416番１  

 （ 略）  

五反田ふれあ い 広場 （ 略）  

青井岳キャ ン プ 場 都城市山之口町山之口2119番地４  

 （ 略）  
 

名称 位置 

 （ 略）  

内堀集会所広場  （ 略）  

 （ 略）  

五反田ふれあ い 広場 （ 略）  

 

 （ 略）  
 

別表第２ （ 第８ 条関係）  別表第２ （ 第８ 条関係）  

 ( １ )  市民広場、 山田第２ 運動公園、 一堂ヶ 丘公園運動広場及

び芝公園 

 ( １ )  市民広場、 山田第２ 運動公園、 一堂ヶ 丘公園運動広場及

び芝公園 

 （ 略）  

備考 

 １ ・ ２  （ 略）  

 （ 略）  

備考 

 １ ・ ２  （ 略）  

 ３  高校生に は、 高等専門学校に 在学する 者を 含む（ 第５ 号、

第６ 号及び第８ 号に お い て 同じ 。 ） 。  

 ３  高校生に は、 高等専門学校に 在学す る 者を 含む（ 第５ 号か

ら 第７ 号ま で に お い て 同じ 。 ） 。  

 ( ２ ) ～( ６ )  （ 略）  

 ( ７ )  青井岳キャ ン プ 場 

 ( ２ ) ～( ６ )  （ 略）  

 

区分 単位 基礎額 単 位 当 た り の 使 用 料  
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   の額 

入村料  １ 人 50円 基 礎 額 と 当 該 金 額 に

消 費 税 法 に 定 め る 消

費 税 の 税 率 を 乗 じ て

得 た 額 及 び そ の 額 に

地 方 税 法 に 定 め る 地

方 消 費 税 の 税 率 を 乗

じ て 得 た 額 を 合 算 し

た 額 と の 合 計 額 と す

る 。 こ の 場 合 に お い

て 、 単 位 当 た り の 使

用 料 の 額 に 10円 未 満

の 端 数 が 生 じ た と き

は 、 こ れ を 切 り 捨 て

る 。  

ロ グ ハウ ス  

 

１ 泊 １ 戸 30, 000円 同上 

休憩 同上 16, 000円 同上 

ケ ビ ン  １ 泊 同上 8, 000円 同上 

休憩 同上 2, 490円 同上 

貸テ ン ト

（ 大型）  

１ 泊 １ 張り  4, 500円 同上 

休憩 同上 2, 000円 同上 

貸テ ン ト

（ 小型）  

１ 泊 同上 1, 500円 同上 

持込テ ン ト

（ 大型）  

１ 泊 同上 1, 500円 同上 

持込テ ン ト

（ 小型）  

１ 泊 同上 500円 同上 

シ ャ ワ ー室 １ 回（

３ 分）  

100円 基 礎 額 に 同 じ （ 消 費

税 及 び 地 方 消 費 税 の 
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   額を 含む。）。  

備考 宿泊は原則と し て 利用初日の午後３ 時から 利用最終日の午

前９ 時ま で 、 休憩は原則と し て 午前10時から 午後２ 時30分ま で

と す る 。  

 ( ８ )  関之尾公園  ( ７ )  関之尾公園 

 （ 略）  
 

 （ 略）  
 

   附 則 

 こ の条例は、 令和６ 年10月１ 日から 施行す る 。  
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議案第８ １ 号関係資料 

条例の制定・ 改廃等に関する 資料 

   【 担当課： 観光スポーツＰ Ｒ 部みやこ んじ ょ Ｐ Ｒ 課/スポーツ政策課】  

条例名 都城市都市公園以外の公園に関する条例の一部を改正する 条例 

制定改廃区分 □ 新規制定  ■ 一部改正  □ 全部改正  □ 廃止 

施行予定日 令和６ 年 10 月１ 日  制定年月 平成 22 年 12 月 

制定改廃の 

目的・ 背景 

青井岳キャ ンプ場の民間譲渡に伴い、 所要の改正を 行う も の。  

また、 山之口佐土原市民広場について、 普通財産に変更するため、 所要の改正を

行う も の。  

条例案の概要 

（ 制定理由・  

 主な改正点）  

１  青井岳キャ ンプ場に係る規定の削除 

 第８ 条、 第 13 条、 別表第１ 及び別表第２ から 、 青井岳キャ ンプ場に係る規定を

削除する。  

 別表第２ から 青井岳キャ ンプ場に係る規定を 削除するこ と に伴い、 関係規定の文

言を 整理する 。  

 

２  山之口佐土原市民広場に係る規定の削除 

別表第１ から 、 山之口佐土原市民広場の名称及び位置を 削除する。  

関係する法令 

及びその条項 

なし  

制定改廃を 要す

る 関係条例等 

なし  

備考  

 

-19-



 

-20-



議案第８ ９ 号 

 

 

令和５ 年度都城市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 

 

令和５ 年度都城市一般会計歳入歳出決算書（ 別冊） を 監査委員の審査を 経て、 地

方自治法第２ ３ ３ 条第３ 項の規定によ り 、 議会の認定に付する 。  

 

 

   令和６ 年９ 月２ 日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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議案第９ ０ 号 

 

 

令和５ 年度都城市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 

令和５ 年度都城市国民健康保険特別会計（ 事業勘定及び診療施設勘定） 歳入歳出

決算書（ 別冊） を 監査委員の審査を 経て、 地方自治法第２ ３ ３ 条第３ 項の規定によ

り 、 議会の認定に付する 。  

 

 

   令和６ 年９ 月２ 日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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議案第９ １ 号 

 

 

令和５ 年度都城市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 

 

令和５ 年度都城市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書（ 別冊） を 監査委員の

審査を 経て、 地方自治法第２ ３ ３ 条第３ 項の規定によ り 、 議会の認定に付する 。  

 

 

   令和６ 年９ 月２ 日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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議案第９ ２ 号 

 

 

令和５ 年度都城市公設地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

 

 

令和５ 年度都城市公設地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算書（ 別冊） を 監査

委員の審査を 経て、 地方自治法第２ ３ ３ 条第３ 項の規定によ り 、 議会の認定に付す

る 。  

 

 

   令和６ 年９ 月２ 日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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議案第９ ３ 号 

 

 

令和５ 年度都城市整備墓地特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 

令和５ 年度都城市整備墓地特別会計歳入歳出決算書（ 別冊） を 監査委員の審査を

経て、 地方自治法第２ ３ ３ 条第３ 項の規定によ り 、 議会の認定に付する 。  

 

 

   令和６ 年９ 月２ 日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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議案第９ ４ 号 

 

 

令和５ 年度都城市工業用地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 

 

令和５ 年度都城市工業用地造成事業特別会計歳入歳出決算書（ 別冊） を 監査委員

の審査を 経て、 地方自治法第２ ３ ３ 条第３ 項の規定によ り 、 議会の認定に付する 。  

 

 

   令和６ 年９ 月２ 日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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議案第９ ５ 号 

 

 

令和５ 年度都城市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 

令和５ 年度都城市介護保険特別会計歳入歳出決算書（ 別冊） を 監査委員の審査を

経て、 地方自治法第２ ３ ３ 条第３ 項の規定によ り 、 議会の認定に付する 。  

 

 

   令和６ 年９ 月２ 日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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議案第９ ６ 号 

 

 

令和５ 年度都城市電気事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 

令和５ 年度都城市電気事業特別会計歳入歳出決算書（ 別冊） を 監査委員の審査を

経て、 地方自治法第２ ３ ３ 条第３ 項の規定によ り 、 議会の認定に付する 。  

 

 

   令和６ 年９ 月２ 日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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議案第９ ７ 号 

 

 

   令和５ 年度都城市水道事業会計決算の認定について 

 

 

令和５ 年度都城市水道事業会計決算書（ 別冊） を 監査委員の審査を 経て、 地方公

営企業法第３ ０ 条第４ 項の規定によ り 、 議会の認定に付する 。  

 

 

   令和６ 年９ 月２ 日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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議案第９ ８ 号 

 

 

   令和５ 年度都城市簡易水道事業会計決算の認定について 

 

 

令和５ 年度都城市簡易水道事業会計決算書（ 別冊） を 監査委員の審査を 経て、 地

方公営企業法第３ ０ 条第４ 項の規定によ り 、 議会の認定に付する 。  

 

 

   令和６ 年９ 月２ 日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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議案第９ ９ 号 

 

 

   令和５ 年度都城市御池簡易水道事業会計決算の認定について 

 

 

令和５ 年度都城市御池簡易水道事業会計決算書（ 別冊）を 監査委員の審査を 経て、

地方公営企業法第３ ０ 条第４ 項の規定によ り 、 議会の認定に付する 。  

 

 

   令和６ 年９ 月２ 日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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議案第１ ０ ０ 号 

 

 

   令和５ 年度都城市公共下水道事業会計決算の認定について 

 

 

令和５ 年度都城市公共下水道事業会計決算書（ 別冊） を 監査委員の審査を 経て、

地方公営企業法第３ ０ 条第４ 項の規定によ り 、 議会の認定に付する 。  

 

 

   令和６ 年９ 月２ 日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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議案第１ ０ １ 号 

 

 

   令和５ 年度都城市農業集落排水事業会計決算の認定について 

 

 

令和５ 年度都城市農業集落排水事業会計決算書（ 別冊）を 監査委員の審査を 経て、

地方公営企業法第３ ０ 条第４ 項の規定によ り 、 議会の認定に付する 。  

 

 

   令和６ 年９ 月２ 日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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議案第１ ０ ２ 号 

 

 

   工事請負契約の締結について 

 

 

Ｒ ６ 企工第１ 号 工業団地造成事業 都城イ ン タ ー工業団地高木北地区（ １ 工

区） 造成等工事の施行に伴い、 次のと おり 工事請負契約を 締結する こ と について、

地方自治法第９ ６ 条第１ 項並びに都城市議会の議決に付すべき 契約及び財産の取得

又は処分に関する 条例第２ 条の規定に基づき 、 議会の議決を 求める 。  

 

 

   令和６ 年９ 月２ 日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 

 

 

１  契 約 の 目 的   Ｒ ６ 企工第１ 号 工業団地造成事業 都城イ ン タ ー工業 

団地高木北地区（ １ 工区） 造成等工事 

 

２  契 約 の 方 法   一般競争入札 

 

３  契 約 の 金 額   ５ ５ ７ ， ７ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 

 

４  契約の相手方   丸宮・ 真栄・ 相葉 特定建設工事共同企業体 

           代表者 都城市庄内町８ ０ ３ １ 番地２  

丸宮建設 株式会社 
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議案第１ ０ ２ 号関係資料 

 

Ｒ ６ 企工第１ 号 工業団地造成事業 都城イ ン タ ー工業団地高木北地区（ １ 工区）

造成等工事 

 

１  工事概要   

・ 開発区域    Ａ ＝62, 070 ㎡ 

・ 造成工 切土 Ｖ ＝11, 636 ㎥ 

・ 盛土     Ｖ ＝43, 756 ㎥ 

・ 防災施設工  Ｎ ＝一式   ・ 道路築造工 Ｎ ＝一式 

・ 雨水排水工  Ｎ ＝一式   ・ 調整池工  Ｎ ＝一式 

・ 消防水利工  Ｎ ＝一式   ・ 緑地工   Ｎ ＝一式 

 

２  予定価格  ５ ６ ５ ， ５ ５ ６ ， ２ ０ ０ 円（ 消費税及び地方消費税込み）  

５ １ ４ ， １ ４ ２ ， ０ ０ ０ 円（ 消費税及び地方消費税抜き ）  

 

３  落札価格  ５ ５ ７ ， ７ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円（ 消費税及び地方消費税込み）  

５ ０ ７ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円（ 消費税及び地方消費税抜き ）  

 

４  落 札 率  ９ ８ ． ６ １ ％ 

 

５  入札参加業者及び入札結果  

入札参加業者  第 １ 回 入 札 金 額 （ 円 ） 摘要 

大淀・ 都北・ 木場 特定建設工事共同企業体 

（ ５ ０ : ３ ０ ： ２ ０ ）  
514, 142, 000  

徳満・ 桜木・ 南星 特定建設工事共同企業体 

（ ４ ０ : ３ ５ ： ２ ５ ）  
511, 500, 000  

丸宮・ 真栄・ 相葉 特定建設工事共同企業体 

（ ４ ５ : ３ ５ ： ２ ０ ）  
507, 000, 000 落札 

備考 入札金額は、 消費税及び地方消費税抜き の金額である 。  
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議案第１ ０ ３ 号 

 

 

   工事請負契約の締結について 

 

 

志処 第１ 号 志和池最終処分場第２ 期埋立地利用対策事業 閉鎖対策工事の施

行に伴い、 次のと おり 工事請負契約を 締結する こ と について、 地方自治法第９ ６ 条

第１ 項並びに都城市議会の議決に付すべき 契約及び財産の取得又は処分に関する 条

例第２ 条の規定に基づき 、 議会の議決を 求める 。  

 

 

   令和６ 年９ 月２ 日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 

 

 

１  契 約 の 目 的   志処 第１ 号 志和池最終処分場第２ 期埋立地利用対策 

事業 閉鎖対策工事 

 

２  契 約 の 方 法   一般競争入札 

 

３  契 約 の 金 額   １ ９ ６ ， ８ ７ ８ ， ０ ０ ０ 円 

 

４  契約の相手方   上村・ 福島・ 徳丸 特定建設工事共同企業体 

           代表者 都城市庄内町１ ２ ９ ９ ３ 番地の１  

株式会社 上村開発 
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議案第１ ０ ３ 号関係資料 

 

志処 第１ 号 志和池最終処分場第２ 期埋立地利用対策事業 閉鎖対策工事 

 

１  工事概要   

・ 覆土工     Ｎ ＝１ 式（ Ｖ ＝8, 700 ㎥）  

・ キャ ッ ピ ン グ工 Ｎ ＝１ 式（ Ａ ＝13, 780 ㎡）  

・ 雨水排水設備工 Ｎ ＝１ 式（ Ｌ ＝211ｍ）  

・ ガス抜き 設備工 Ｎ ＝１ 式（ Ｎ ＝18 か所）  

・ 取付道路工   Ｎ ＝１ 式（ Ａ ＝982 ㎡）  

・ 撤去工     Ｎ ＝１ 式 

 

 

２  予定価格  １ ９ ６ ， ９ １ ５ ， ４ ０ ０ 円（ 消費税及び地方消費税込み）  

１ ７ ９ ， ０ １ ４ ， ０ ０ ０ 円（ 消費税及び地方消費税抜き ）  

 

３  落札価格  １ ９ ６ ， ８ ７ ８ ， ０ ０ ０ 円（ 消費税及び地方消費税込み）  

１ ７ ８ ， ９ ８ ０ ， ０ ０ ０ 円（ 消費税及び地方消費税抜き ）  

 

４  落 札 率  ９ ９ ． ９ ８ ％ 

 

５  入札参加業者及び入札結果  

入札参加業者  第 １ 回 入 札 金 額 （ 円 ）  摘要 

上村・ 福島・ 徳丸 特定建設工事共同企業体 

（ ４ ７ : ３ ３ ： ２ ０ ）  
178, 980, 000 落札 

南星・ 今元・ 川本 特定建設工事共同企業体 

（ ４ ０ : ３ ０ ： ３ ０ ）  
179, 000, 000  

備考 入札金額は、 消費税及び地方消費税抜き の金額である 。  
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議案第１ ０ ４ 号 

 

 

   工事請負契約の締結について 

 

 

Ｒ ６ ス政第７ 号 都城運動公園野球場防球フ ェ ン ス設置工事の施行に伴い、 次の

と おり 工事請負契約を 締結する こ と について、 地方自治法第９ ６ 条第１ 項並びに都

城市議会の議決に付すべき 契約及び財産の取得又は処分に関する 条例第２ 条の規定

に基づき 、 議会の議決を 求める 。  

 

 

   令和６ 年９ 月２ 日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 

 

 

１  契 約 の 目 的   Ｒ ６ ス政第７ 号 都城運動公園野球場防球フ ェ ン ス設置 

工事 

 

２  契 約 の 方 法   一般競争入札 

 

３  契 約 の 金 額   ３ ０ ３ ， ９ ３ ０ ， ０ ０ ０ 円 

 

４  契約の相手方   清水・ ツ モル 特定建設工事共同企業体 

           代表者 都城市高城町石山２ ５ ３ 番地 

株式会社 清水組 
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議案第１ ０ ４ 号関係資料 

 

Ｒ ６ ス政第７ 号 都城運動公園野球場防球フ ェ ン ス設置工事 

 

１  工事概要   

・ 鋼管杭打ち 工事     Ｎ ＝１ 式 

・ 上部支柱工事      Ｎ ＝１ 式 

・ ネッ ト 工事       Ｎ ＝１ 式 

・ カ ーテン ネッ ト 工事   Ｎ ＝１ 式 

・ 避雷設備工事      Ｎ ＝１ 式 

・ フ ァ ールポール改修工事 Ｎ ＝１ 式 

 

 

２  予定価格  ３ ０ ４ ， ２ ６ ０ ， ０ ０ ０ 円（ 消費税及び地方消費税込み）  

２ ７ ６ ， ６ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円（ 消費税及び地方消費税抜き ）  

 

３  落札価格  ３ ０ ３ ， ９ ３ ０ ， ０ ０ ０ 円（ 消費税及び地方消費税込み）  

２ ７ ６ ， ３ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円（ 消費税及び地方消費税抜き ）  

 

４  落 札 率  ９ ９ ． ８ ９ ％ 

 

５  入札参加業者及び入札結果  

入札参加業者  第 １ 回 入 札 金 額 （ 円 ）  摘要 

日興・ 内枦保 特定建設工事共同企業体 

（ ６ ０ ： ４ ０ ）  
276, 600, 000  

清水・ ツ モル 特定建設工事共同企業体 

（ ５ ５ ： ４ ５ ）  
276, 300, 000 落札 

備考 入札金額は、 消費税及び地方消費税抜き の金額である 。  
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議案第１ ０ ５ 号 

 

 

   工事請負契約の締結について 

 

 

社総交都第３ 号 都城運動公園南側エリ ア園路外整備工事の施行に伴い、 次のと

おり 工事請負契約を 締結する こ と について、 地方自治法第９ ６ 条第１ 項並びに都城

市議会の議決に付すべき 契約及び財産の取得又は処分に関する 条例第２ 条の規定に

基づき 、 議会の議決を 求める 。  

 

 

   令和６ 年９ 月２ 日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 

 

 

１  契 約 の 目 的   社総交都第３ 号 都城運動公園南側エリ ア園路外整備 

           工事 

 

２  契 約 の 方 法   一般競争入札 

 

３  契 約 の 金 額   ３ ０ ６ ， ９ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 

 

４  契約の相手方   丸昭・ 桜木・ 博栄 特定建設工事共同企業体 

           代表者 都城市山田町山田２ １ １ ２ 番地３  

丸昭建設 株式会社 
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議案第１ ０ ５ 号関係資料 

 

社総交都第３ 号 都城運動公園南側エリ ア園路外整備工事 

 

１  工事概要   

・ 小型擁壁工     Ｌ ＝361. 5ｍ 

・ 植栽工       Ｎ ＝１ 式 

・ 給水設備工     Ｎ ＝１ 式 

・ 側溝工       Ｌ ＝605. 6ｍ 

・ アスフ ァ ルト 舗装工 Ａ ＝5, 055 ㎡ 

・ 縁石工       Ｎ ＝１ 式 

・ 柵工        Ｌ ＝418. 8ｍ 

・ サイ ン 施設工    Ｎ ＝12 基 

 

 

２  予定価格  ３ ０ ７ ， ６ ５ ２ ， ４ ０ ０ 円（ 消費税及び地方消費税込み）  

２ ７ ９ ， ６ ８ ４ ， ０ ０ ０ 円（ 消費税及び地方消費税抜き ）  

 

３  落札価格  ３ ０ ６ ， ９ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円（ 消費税及び地方消費税込み）  

２ ７ ９ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円（ 消費税及び地方消費税抜き ）  

 

４  落 札 率  ９ ９ ． ７ ５ ％ 

 

５  入札参加業者及び入札結果  

入札参加業者  第 １ 回 入 札 金 額 （ 円 ）  摘要 

丸昭・ 桜木・ 博栄 特定建設工事共同企業体 

（ ４ ５ ： ３ ０ ： ２ ５ ）  
279, 000, 000 落札 

備考 入札金額は、 消費税及び地方消費税抜き の金額である 。  
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議案第１ ０ ６ 号 

 

 

   製造請負契約の締結について 

 

 

高機能消防指令セン タ ー及び消防救急デジタ ル無線更新業務委託事業の施行に伴

い、 次のと おり 委託契約を 締結する こ と について、 地方自治法第９ ６ 条第１ 項並び

に都城市議会の議決に付すべき 契約及び財産の取得又は処分に関する 条例第２ 条の

規定に基づき 、 議会の議決を 求める 。  

 

 

   令和６ 年９ 月２ 日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 

 

 

１  契 約 の 目 的   高機能消防指令セン タ ー及び消防救急デジタ ル無線更新 

業務委託事業 

 

２  契 約 の 方 法   随意契約 

 

３  契 約 の 金 額   １ ， ２ ０ ５ ， ６ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 

 

４  契約の相手方   福岡県福岡市中央区天神二丁目１ ３ 番７ 号 

           沖電気工業株式会社 九州支社 
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議案第１ ０ ６ 号関係資料 

 

高機能消防指令セン タ ー及び消防救急デジタ ル無線更新業務委託事業 

 

１  委 託 概 要  （ １ ） 高機能消防指令セン タ ー及び消防救急デジ タ ル無線設

備等の全面更新（ 実施設計等含む）  

（ ２ ） 無線通信基地局の移転( 高崎町たち ばな天文台付近)  

（ ３ ） 通信ネッ ト ワーク 二重化（ 多重無線新規導入）  

 

２  契約の金額  １ ， ２ ０ ５ ， ６ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円（ 消費税及び地方消費税込み）  

         １ ， ０ ９ ６ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円（ 消費税及び地方消費税抜き ）  

 

３  契約相手の選定理由    高機能消防指令セン タ ー及び消防救急デジタ ル無線更新業務

委託事業の施行に当たり 、 実施設計、 通信機器等の製造及び施

工並びに付随業務について、 指名型プロ ポーザル方式で提案要

請を 行い、 業者を 選定し たも のである 。  

指名し た３ 事業者のう ち 、 ２ 事業者が辞退し 、 参加し た１ 事

業者について、 評価基準に沿っ て厳正に評価を 行い、 提案内容

の優れていた沖電気工業株式会社九州支社を 優先交渉者と し て

選定し 、 提案内容について十分な検討を 経たので、 同社を 契約

の相手方と する も のである 。  
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４  審査結果 

区分 項目 配点 
沖電気工業株式会社 

九州支社 

企業概要及び財務状況 

収益性・ 安全性・ 将来性 225 点  180. 00 点 

管理体制 75 点  75. 00 点 

計 300 点 255. 00 点 

事業実績 
導入実績 450 点 375. 00 点 

計 450 点 375. 00 点 

更新業務に関する 要件 

基本的な考え方 700 点 425. 00 点 

実施体制について 200 点 130. 00 点 

スケジュ ールについて 100 点  55. 00 点 

計 1, 000 点 610. 00 点 

システム移行に関する

要件 

現行システムから の安全な 

移行について 
250 点 172. 50 点 

計 250 点 172. 50 点 

システム能力に関する

要件 

システム能力について 1, 250 点 741. 25 点 

計 1, 250 点 741. 25 点 

デジタ ル無線に関する

要件 

デジタ ル無線について 500 点 310. 00 点 

計 500 点 310. 00 点 

レ イ アウト に関する  

要件 

レ イ アウト について 50 点  28. 25 点 

計 50 点  28. 25 点 

保守維持管理に関する

要件 

保守・ 維持管理について 150 点  95. 00 点 

計 150 点  95. 00 点 

その他の提案に関する

要件 

その他の提案について 50 点  31. 25 点 

計 50 点  31. 25 点 

価格に関する 要件 

初期導入費用について 400 点 400. 00 点 

5 年間のラ ン ニン グ費用に

ついて 
100 点 100. 00 点 

計 500 点  500. 00 点 

合計 4, 500 点 3118. 25 点 
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５  技術審査結果 

区分 項目 配点 
沖電気工業株式会社 

九州支社 

企業概要及び財務状況 

収益性・ 安全性・ 将来性 225 点  180. 00 点 

管理体制 75 点  75. 00 点 

計 300 点 255. 00 点 

事業実績 
導入実績 450 点 375. 00 点 

計 450 点 375. 00 点 

更新業務に関する 要件 

基本的な考え方 700 点 425. 00 点 

実施体制について 200 点 130. 00 点 

スケジュ ールについて 100 点  55. 00 点 

計 1, 000 点 610. 00 点 

システム移行に関する

要件 

現行システムから の安全な 

移行について 
250 点 172. 50 点 

計 250 点 172. 50 点 

システム能力に関する

要件 

システム能力について 1, 250 点 741. 25 点 

計 1, 250 点 741. 25 点 

デジタ ル無線に関する

要件 

デジタ ル無線について 500 点 310. 00 点 

計 500 点 310. 00 点 

レ イ アウト に関する  

要件 

レ イ アウト について 50 点  28. 25 点 

計 50 点  28. 25 点 

保守維持管理に関する

要件 

保守・ 維持管理について 150 点  95. 00 点 

計 150 点  95. 00 点 

その他の提案に関する

要件 

その他の提案について 50 点  31. 25 点 

計 50 点  31. 25 点 

合計 4, 000 点 2618. 25 点 

※ 技術審査点の合計点数が、 配点( 4, 000 点) の６ 割( 2, 400 点) を 下回る 場合には、

優先交渉者と し て確定し ないも の。  
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議案第１ ０ ７ 号 

 

 

   財産の無償譲渡及び無償貸付けについて 

 

 

 次のと おり 財産を 無償で譲渡し 、 及び無償で貸し 付ける こ と について、 地方自治

法第９ ６ 条第１ 項の規定に基づき 、 議会の議決を 求める 。  

 

 

   令和６ 年９ 月２ 日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 

 

１  財産の内容 

 ( １ )  無償譲渡財産 

    別記１  譲渡財産一覧のと おり  

 

 ( ２ )  無償貸付財産 

    別記２  貸付財産一覧のと おり  

 

２  相 手 方 

  都城市山之口町山之口２ １ ２ ３ 番地 

  ヤマブルー株式会社 

 

３  貸 付 期 間 

  令和６ 年１ ０ 月１ 日から 令和１ ５ 年３ 月３ １ 日まで 
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４  理   由 

  青井岳キャ ン プ場について、 民間事業者の企画力、 資金力、 ノ ウハウ等を 最大

限活用し 施設存続及び地域活性化を 図る ため、 令和４ 年度に実施し た「 都城市山

之口青井岳観光施設民間譲渡に係る 公募型プ ロ ポーザル」 によ り 選定し た上記事

業者に、 建物等の無償譲渡及び敷地の無償貸付けを 行う も の。  
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別記１  譲渡財産一覧 

 

１  建物 

所在 家屋番号 種類 構造 延床面積（ ㎡）  

都 城 市 山 之 口

町 山 之 口 字 中

川内 

2119 番 5 事務所 木 造 ス レ ー ト

ぶき 平家建 

57. 51 

 

附

属

建

物 

宿泊所 木 造 ス レ ー ト

ぶき ２ 階建 

１ 階 99. 00 

２ 階 50. 20 

宿泊所 木 造 ス レ ー ト

ぶき ２ 階建 

１ 階 34. 00 

２ 階 12. 00 

宿泊所 木 造 ス レ ー ト

ぶき ２ 階建 

１ 階 34. 00 

２ 階 12. 00 

宿泊所 木 造 ス レ ー ト

ぶき ２ 階建 

１ 階 34. 00 

２ 階 12. 00 

宿泊所 木 造 ス レ ー ト

ぶき ２ 階建 

１ 階 34. 00 

２ 階 12. 00 

便所 木 造 か わ ら ぶ

き 平家建 

32. 00 

浴場 鉄 筋 コ ン ク リ

ー ト 造 ス レ ー

ト ぶき 平家建 

21. 34 

倉庫 木 造 ス レ ー ト

ぶき 平家建 

27. 58 

※建物の付帯設備を 含む。  

 

２  備品 

品名 規格等 数量 

放送器具 ト ーア 30Ｗアン プ、 スピ ーカ ー（ ４ 個）  １ 台 

ガスレ ン ジ  ５ 台 

リ ヤカ ー  ２ 台 
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品名 規格等 数量 

片袖机 スチール製 １ 台 

回転椅子 スチール製 １ 脚 

傘立 スチール製 ８ 個 

キャ ン プ用テン ト  緑・ 黄各 10 張 １ 間×1. 5 間（ 屋根型５ 人用）  20 組 

キャ ン プ用テン ト  緑 １ 間×1. 5 間（ ５ 人用）  12 組 

テン ト 大 ３ 間×４ 間 １ 組 

扇風機 ロ グハウス天井備付 10 台 

エアコ ン  コ ロ ナ製 １ 台 

ガスレ ン ジ リ ン ナイ 製 １ 口コ ン ロ  ４ 台 
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別記２  貸付財産一覧 

 

１  土地 

所在 地番 地目 地積（ ㎡）  

都城市山之口町山之口字中

川内 

2119 番 2 公衆用道路 828 

2119 番 3 雑種地 1, 219 

2119 番 4 山林 5, 734 

2119 番 5 雑種地 6, 167 

  ※上記に係る 図面、 航空写真等を 基本と し て、 当事者現地確認の上合意し た範囲と する 。  
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議案第１ ０ ７ 号関係資料 

 

  青井岳キャ ンプ場（ 位置図）  

青井岳温泉 
青井岳駅 
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 青井岳キャ ンプ場【 譲渡財産（ 建物） 及び貸付財産（ 土地）】  

便所 

管理棟 

倉庫 

シャ ワー棟 

ログハウス 

ケビン（ ４ 棟）  

-
7
6
-



議案第１ ０ ８ 号 

 

 

   財産の取得について 

 

 

次のと おり 都城運動公園野球場用 スタ ジアムロ ッ カ ーを 取得する こ と について、

地方自治法第９ ６ 条第１ 項並びに都城市議会の議決に付すべき 契約及び財産の取得

又は処分に関する 条例第３ 条の規定に基づき 、 議会の議決を 求める 。  

 

 

   令和６ 年９ 月２ 日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永      

 

 

１  取 得 財 産   都城運動公園野球場用 スタ ジアムロ ッ カ ー 

 

２  数    量   ６ ０ 台 

 

３  契 約 の 方 法   指名競争入札 

 

４  契 約 金 額   ９ ， ３ ２ ５ ， ８ ０ ０ 円 

 

５  契約の相手方   都城市平江町４ ３ 号６ 番地１  

          株式会社宮崎ヒ ュ ーマン サービ ス  
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議案第１ ０ ８ 号関係資料 

 

１  取得財産  都城運動公園野球場用 スタ ジアムロ ッ カ ー 

 

２  数    量  ６ ０ 台 

 

３  予定価格  ２ ０ ， １ ５ ２ ， ０ ０ ０ 円（ 消費税及び地方消費税込み）  

        １ ８ ， ３ ２ ０ ， ０ ０ ０ 円（ 消費税及び地方消費税抜き ）  

 

４  落札価格   ９ ， ３ ２ ５ ， ８ ０ ０ 円（ 消費税及び地方消費税込み）  

         ８ ， ４ ７ ８ ， ０ ０ ０ 円（ 消費税及び地方消費税抜き ）  

 

５  落 札 率  ４ ６ ． ２ ８ ％ 

 

６  指名業者及び入札結果 

指 名 業 者 第１ 回入札金額（ 円）  摘要 

株式会社宮崎ヒ ュ ーマン サービ ス ８ ， ４ ７ ８ ， ０ ０ ０  落札 

合資会社池田紙店 ９ ， ４ ５ ０ ， ０ ０ ０   

株式会社システム・ ナイ ン  ９ ， ９ ０ ０ ， ０ ０ ０   

有限会社う すいデサキデポ １ ４ ， １ ９ ８ ， ０ ０ ０   

有限会社アン ド ウＳ Ｐ  ２ ４ ， ５ ８ ３ ， １ ５ ０   

有限会社オフ ィ スプラ ン ナーやまも と   辞退 

有限会社野口屋紙店  辞退 

  備考 入札金額は、 消費税及び地方消費税抜き の金額である 。  

 

７  仕様 

 ( １ ) スタ ジアムロ ッ カ ー（ メ ッ シュ タ イ プ）   

 ( ２ ) 内 容 本体： スチール製 側面メ ッ シュ タ イ プ（ ワイ ヤー加工）  

          座面マッ ト 、 ハン ガーパイ プ、 アジャ スタ ー付 

 ( ３ ) サイ ズ Ｈ ２ ， ０ ０ ０ ｍｍ×Ｗ６ ５ ２ ｍｍ×Ｄ ６ ５ ０ ｍｍ 

 ( ４ ) その他 小物収納庫付き （ ダイ ヤル錠）  
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議案第１ ０ ９ 号 

 

 

   財産の処分について 

 

 

次のと おり 土地を 処分する こ と について、 地方自治法第９ ６ 条第１ 項並びに都城

市議会の議決に付すべき 契約及び財産の取得又は処分に関する 条例第３ 条の規定に

基づき 、 議会の議決を 求める 。  

 

 

   令和６ 年９ 月２ 日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 

 

 

１  処分する 土地の表示   

 

 

 

２  契 約 の 金 額   ９ ３ ， ３ ３ ６ ， ０ ０ ０ 円 

 

３  処分の相手方   大阪府枚方市春日北町一丁目１ ０ 番１ ０ 号 

           株式会社イ ート アン ド フ ーズ 

 

所在地 地目 面積（ ㎡）  

都城市高城町桜木字脇ノ 田１ ７ ０ ２ 番１ ３  宅地 ８ ， ２ ５ ９ ． ８ ８  
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議案第１ ０ ９ 号関係資料 

進 出 計 画 概 要 

 

１  設置事業所名 株式会社イ ート アンド フ ーズ 九州第一工場 

 

 

２  代 表 者 名 代表取締役 仲田 浩康 

 

 

３  工場設置場所 宮崎県都城市高城町桜木字脇ノ 田1702番13 

 

 

４  工 場 概 要 敷地面積 8, 259. 88㎡ 

延床面積 6, 600. 00㎡（ ２ 階建）  

 

 

５  設 備 投 資 額 4, 200, 000千円 

（ 内訳）  建物 2, 700, 000千円 

償却資産 1, 500, 000千円 

 

 

６  新規雇用者数 270人 

    （ 内訳）  操業開始の前後１ 年間： 120人 

         操業１ 年後から １ 年間：  75人 

         操業２ 年後から １ 年間：  75人 

 

 

７  事 業 内 容 冷凍食品の製造 

 

 

８  売 上 計 画 初年度 5, 500, 000千円 

 

 

９  操 業 計 画 工事着工 令和７ 年６ 月１ 日 

工事完了 令和８ 年10月１ 日 

         操業開始 令和８ 年12月１ 日 
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会 社 概 要 

 

１  企 業 名  株式会社イ ート アンド フ ーズ 

 

 

２  代 表 者 名  代表取締役 仲田 浩康 

 

 

３  本社所在地  大阪府枚方市春日北町一丁目10番10号 

 

 

４  設立年月日  令和２ 年５ 月25日 

 

 

５  資 本 金  90, 000千円 

 

 

６  事 業 内 容  冷凍食品の製造 

 

 

７  従 業 員 数  723人（ 令和６ 年８ 月１ 日時点）  

 

 

８  売 上 高  令和６ 年２ 月期 24, 645, 304千円 

 

 

９  沿   革  令和２ 年５ 月 会社設立 

令和２ 年10月 株式会社イ ート アン ド ホールディ ン グスか

ら 食料品販売事業及び生産事業を 移管 

令和４ 年６ 月 Ｆ Ｓ Ｓ Ｃ ２ ２ ０ ０ ０ 認証取得 

 

 

10 工 場 一 覧  関西工場   大阪府枚方市春日北町1-10-10 

         関東第一工場 群馬県邑楽郡板倉町泉野2-40-5 

         関東第二工場 群馬県邑楽郡板倉町泉野2-41-17 

         関東第三工場 群馬県邑楽郡板倉町泉野2-41-17 

         岡山工場   岡山県笠岡市茂平字苫無1381-60 
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都城市高城町桜木字脇ノ 田1702番13
8, 259. 88 ㎡

（ 位置図）
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議案第１ １ ０ 号 

 

 

   令和５ 年度都城市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 

 

令和５ 年度都城市水道事業会計未処分利益剰余金２ ５ ０ ， １ ４ １ ， ５ １ １ 円のう ち

２ ０ ２ ， ９ ４ ８ ， ０ ８ ２ 円を 組入資本金に加え、 ４ ７ ， １ ９ ３ ， ４ ２ ９ 円を 減債積立

金に積み立てる こ と について、 地方公営企業法第３ ２ 条第２ 項の規定に基づき 、 議会

の議決を 求める 。  

 

 

   令和６ 年９ 月２ 日提出 

 

                    都城市長 池 田 宜 永 
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